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１ プランの策定等について 

⑴ プランの趣旨と位置付け 

本プランは、本市における高齢者施策の総合的な推進と介護保険事業の円滑な実施を図ること

を目的に、老人福祉法に基づく老人福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体的に

策定したものです。 

また、広島市基本構想を達成するための施策の大綱を総合的・体系的に定めた広島市基本計画

の高齢者福祉に関する部門計画であるとともに、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児

童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項等を定めた広島市地域共生社会実現計

画（広島市地域福祉計画）を上位計画とする福祉分野の個別計画として位置付けられるものです。 

 

（根拠法令） 

 

  

 

○ 老人福祉法（一部抜粋） 

（市町村老人福祉計画）  

第２０条の８ 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保

に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第１１７条第１項に規定する市町村介護保険事業計画

と一体のものとして作成されなければならない。 

 

○ 介護保険法（一部抜粋） 

（市町村介護保険事業計画）  

第１１７条 市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定

めるものとする。 

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第２０条の８第１項に規定する市町村老人福祉計画

と一体のものとして作成されなければならない。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011700000000001000000000000000000
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（高齢者施策推進プランと本市の他の計画等との関係図） 

 

 

 

⑵ 計画期間 

このプランの計画期間は、令和６年度（2024 年度）から令和８年度（2026 年度）までの３年

間です。 
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⑶ 日常生活圏域の設定 

本市では、国が示した「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な

指針」に即して、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、中学校区を基本に 39 の日

常生活圏域を設定しています。 

この日常生活圏域を基本として、地域の高齢者の身近な総合相談窓口である地域包括支援セン

ターを設置しています。 

また、介護サービス量は、この日常生活圏域ごとの地域バランスや利用状況などを考慮しなが

ら見込んでいます。 

≪日常生活圏域≫ 

中
区 

幟町 

西
区 

中広 

安
佐
北
区 

白木 

国泰寺 観音 高陽・亀崎・落合 

吉島 己斐・己斐上 口田 

江波 古田 三入・可部 

東
区 

福木・温品 庚午 亀山 

戸坂 井口台・井口 清和・日浦 

牛田・早稲田 

安
佐
南
区 

城山北・城南 安
芸
区 

瀬野川東・瀬野川(中野東小学校区) 

二葉 安佐・安佐南 瀬野川(中野東小学校区以外)・船越 

南
区 

大州 高取北・安西 阿戸・矢野 

段原 東原・祇園東 

佐
伯
区 

湯来・砂谷 

翠町 祇園・長束 五月が丘・美鈴が丘・三和 

仁保・楠那 戸山・伴・大塚 城山・五日市観音 

宇品・似島 

 

五日市 

五日市南 
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⑷ プランの策定、推進及び点検（ＰＤＣＡサイクル） 

① 本プランの策定 

プランの策定に当たっては、本市を取り巻く環境や社会情勢などを踏まえ、本市における課

題分析を行った上で、高齢者施策を企画・立案し、さらに、施策の点検及び進行管理を行うた

めの適切な指標の設定など、プランを効果的かつ確実に推進していく方策について検討しまし

た。 

② プランの総合的な推進 

プランに掲げる施策は、高齢者の保健福祉だけではなく、住宅、交通、生涯学習など様々な

分野にわたっているため、関係する計画等と調和を図りながら、高齢者施策に関わる関係部

局・機関との連携・分担に意識して取り組んでいきます。 

また、プランに掲げる施策を着実に推進していくためには、社会全体で取組を進める必要が

あるため、様々な窓口や情報発信の手段を用いて効果的に周知を行うことにより、市民や関係

部局・機関の理解を深め、多様な活動の促進を図ることなどに努めます。 

③ プランの点検及び進行管理 

プランの点検及び進行管理を行うため、広島市社会福祉審議会等へ毎年報告し、専門的立場

から意見をいただきます。 

さらに、広島市地域包括支援センター運営協議会、広島市地域密着型サービス運営懇談会に

おいて、介護保険事業の適正かつ効果的な実施について協議を行います。 

④ 次期プランの策定 

次期プランの策定に当たっては、当期プランに掲げた重点施策等の実施による、目標の達成

状況や国の動向等を踏まえて、施策の更なる充実等を検討します。 
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２ 本市における高齢者を取り巻く環境等 

⑴ 本市の人口の推移 

本市の人口は、令和２年度（2020 年度）をピークに減少に転じており、第９期の計画期間の

最終年度である令和８年度（2026 年度）が約 116 万人で、第８期と比べて微減となる見込みで

す。 

長期的に見ると、更なる少子化・高齢化の進行に伴い、令和 32 年度（2050 年度）には、人口

が約 105 万人と現在よりも約 13 万人減少し、とりわけ 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が約

18万人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口は約 8万人増加することが見込まれます。 

高齢化率（総人口に対する高齢者の割合）に関しては、令和８年度（2026 年度）には 26.9％

と、第８期と比べて微増となりますが、長期的に見ると、令和 32年度（2050年度）には 36.7％

と大きく増加する見込みです。 

出典：本市作成 
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⑵ 本市の高齢者人口の推移 

本市の 65 歳以上の高齢者人口は、第９期の計画期間の最終年度である令和８年度（2026 年度）

が 31 万 3,000 人で、第８期と比べてほぼ横ばいの状態が続きますが、75 歳から 84 歳までの人

口は 13 万人、85 歳以上の人口は 5 万 9,000 人となり、第８期に比べて年齢階層がより高い高齢

者が増加していく見込みです。 

長期的に見ると、団塊の世代の高齢化に伴い、85歳以上の人口は令和 32年度（2050年度）に

は 10 万 8,000 人と現在の２倍以上になることが見込まれます。また、団塊ジュニア世代の高齢

化に伴い、令和 22 年度（2040 年度）には 65 歳から 74 歳までの人口が、令和 32 年度（2050 年

度）には 75歳から 84歳までの人口が、それぞれ過去最大規模になる見込みです。 

出典：本市作成 

 

15.2 15.2 14.4 13.9 13.2 12.7 12.4 12.6

16.4
13.6

10.5 10.5 11.2 11.8 12.5 12.9 13.0 12.5

10.7
14.1

4.7 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 6.7

9.3
10.8

30.4 30.7 30.8 31.0 31.1 31.2 31.3 31.8

36.4

38.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

令和2

(2020)

令和3

(2021)

令和4

(2022)

令和5

(2023)

令和6

(2024)

令和7

(2025)

令和8

(2026)

令和12

(2030)

令和22

(2040)

令和32

(2050)

85歳以上

75～84歳

65～74歳

第８期 第９期

年
齢
階
層
別
高
齢
者
人
口

実績 推計

(万人)

(年度)

※ 各年度９月末現在



8 

⑶ 本市の要支援・要介護認定者数の推移 

本市の要支援・要介護認定者数は、要介護等の認定率が高くなる傾向にある年齢階層の高い高

齢者の増加に伴い増えていき、第９期の計画期間の最終年度である令和８年度（2026 年度）に

は 6万 3,400人となることが見込まれます。また、認定率（高齢者人口に占める要支援・要介護

認定を受けている 65歳以上の第１号被保険者数の割合）は 19.9％になる見込みです。 

長期的に見ると、令和 22年度（2040年度）には認定者数が 8万 2,000人、認定率が 22.3％に、

令和 32年度（2050年度）には認定者数が 9万 6,000人、認定率が 24.7％となり、その数は現在

の１．６倍になる見込みです。 

（注）要支援・要介護認定者数には、40歳以上 65歳未満の２号被保険者を含みます。 

出典：本市作成 
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⑷ 本市の年齢別要支援・要介護認定率の状況と推移 

本市の年齢別要支援・要介護認定率は、75 歳が 8.2％、80 歳が 19.3％、85 歳が 39.7％、90

歳が 67.3％と、年齢が高くなるほど上昇し、87 歳を超えると 50％以上の割合で認定を受けてい

る状況にあります。 

過去からの認定率の推移について、令和５年９月末現在の認定率は、第６期プラン初年度の平

成 27 年９月末と比べ、ほとんどの年齢区分において下回っており、２割から３割程度の減少率

となっている区分も多くあります。 

出典：本市作成 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳以上

平成27年9月末現在（第６期プラン初年度）

平成30年9月末現在（第７期プラン初年度）

令和5年9月末現在

80歳の認定率
H27：26.3％

⇒R 5：19.3％
（▲7.0ポイント）
（▲26.6％）
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H27：50.9％
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（▲11.2ポイント）
（▲22.0％）
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要
支
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・
要
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率

90歳の認定率
H27：70.6％

⇒R 5：67.3％
（▲3.3ポイント）
（▲4.7％）
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【本市の年齢別男女別要支援・要介護認定率の状況（令和５年９月末現在）】 

本市の年齢別男女別要支援・要介護認定率は、73 歳までは男性が女性を上回っていますが、

74歳以上は女性が男性を大きく上回っている状況にあります。 

 

出典：本市作成 
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⑸ 本市の認知症高齢者数の推移 

本市の認知症高齢者数（※）は、要支援・要介護認定者数の増加に伴い増えていき、第９期の

計画期間の最終年度である令和８年度（2026 年度）には 4 万 1,200 人となることが見込まれま

す。また、出現率（高齢者人口に占める認知症高齢者数の割合）は 13.2％になる見込みです。 

長期的に見ると、令和 22 年度（2040 年度）には認知症高齢者数が 5 万 5,300 人、出現率が

15.2％に、令和 32年度（2050年度）には認知症高齢者数が 6万 4,900人、出現率が 16.9％とな

り、その数は現在の１．７倍になる見込みです。 

※ 要支援・要介護認定者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱａ以上のもの 

 

出典：本市作成  
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⑹ 本市の一人暮らし高齢者数の推移 

本市の一人暮らし高齢者数は、年齢階層の高い高齢者の増加に伴い増えていき、第９期の計画

期間中である令和７年度（2025 年度）には 7 万 2,100 人となることが見込まれます。また、高

齢者数に占める一人暮らし高齢者数の割合は 23.0％になる見込みです。 

長期的に見ると、令和 22 年度（2040 年度）には一人暮らし高齢者数が 9 万 600 人、割合が

24.7％となり、その数は直近実績の１．４倍になる見込みです。 

 

出典：本市作成 
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３ 基本理念、目標、施策体系及び重点施策 

⑴ 基本理念及び目標の設定 

我が国においては、世界に類を見ない速度で少子化・高齢化が進むとともに、本格的な人口減

少社会を迎えています。こうした中、現在では 120万人の地方中枢都市に成長した本市において

も、令和２年（2020 年）をピークに総人口が減少するとともに、第９期の計画期間中である令

和７年（2025 年）以降は団塊の世代が全員 75 歳以上の後期高齢者となります。また、団塊ジュ

ニア世代が 65 歳以上の高齢者となる令和 22 年（2040 年）以降は、担い手となる現役世代の減

少が顕著となります。さらに、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者も増加することが見込まれ、

高齢者支援に対するニーズは、ますます複雑かつ多様化していくと予想されます。 

 

こうしたことから、本市においては、行政施策の充実はもとより、行政だけでなく、市民・地

域団体・事業者・ＮＰＯ・ボランティア団体といったあらゆる主体の協働の下、誰もが地域社会

の一員として、支える側と支えられる側に二分されることなく、お互い様の心で主体的に支え合

いながら、住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせる持続可能な「地域共生社会」の実現を

目指す必要があります。 

 

また、そのために、高齢者全体の増加、とりわけ年齢階層の高い高齢者層の増加など更なる高

齢化の進展を見据え、高齢者が人生の最期まで自分らしく暮らせるよう、医療・介護・介護予

防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムについて、中長期的な観点か

ら、これまで進めてきた取組を一層強固なものにしていくことが重要となります。 

 

以上を踏まえ、「高齢者施策推進プラン」の基本理念及び目標を設定します。 

 

≪基本理念≫ 

 

≪目標≫ 

 

  

高齢者全体の増加、とりわけ年齢階層の高い高齢者層の増加など更なる高齢化の進

展を見据えた地域包括ケアシステムの充実 

高齢者の誰もが住み慣れた地域で、あらゆる主体の協働の下、それぞれに役割を果
たしながら、お互いに支え合い、いきいきと安心して暮らせる持続可能な地域共生
社会の実現 



14 

⑵ 施策体系 

本プランでは、前期（第８期）で進めてきた地域包括ケアシステムを一層強固なものにしていく必要

があることから、引き続き、「高齢者がいきいきと暮らしていくための活動の促進」「高齢者が住み慣

れた地域で安心して暮らしていくための環境づくり」「援護が必要な方々が安心して暮らせるための施

策の充実」という３つの柱の下、各施策を推進していきます。 

また、各施策の実施に当たって、次の①～③のとおり、横断的な視点（共通の基本的な視点）を設け

ることによって、各施策に同一の方向性を持たせ、基本理念及び目標の実現性を高めていきます。 

① 自立支援と重度化防止 

介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援

することや、要介護状態等の軽減又は悪化の防止を理念としていることから、「自立支援と重度化防

止」の視点を持って各施策の実施を検討していくものです。 

② エリアマネジメント 

本市は、都市部から中山間地・島しょ部まで多様な地域を有しており、高齢者数をはじめ、地域が

置かれている状況は一様ではなく、地域分析、課題の把握等を通じて、地域ごとの実情に応じた対応

も必要となることから、「エリアマネジメント」（※）の視点を持って各施策の実施を検討していく

ものです。 

※ 地域住民の参加の下で、地域ごとの実情に応じた「自助」・「共助」・「公助」を適切

に組み合わせたマネジメント （「広島型・福祉ビジョン」（平成28年２月公表）） 

③ リスクマネジメント 

近年の災害発生状況や新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえると、高齢者の安全・安心の確保

や介護事業所等の継続的かつ安定的な運営等ができるよう、各種リスクへの備えや発生時の適切な対

応が重要であることから、「リスクマネジメント」の視点を持って各施策の実施を検討していくもの

です。 
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≪施策体系≫ 

施策の柱 施策項目 取組項目 
横断的

な視点 

高齢者がいきい

きと暮らしてい

くための活動の

促進 

重点施策Ⅰ 

⑴ 健康づくりと介護

予防の促進 

① 健康づくりの促進 

② 介護予防・フレイル対策の推進 

自
立
支
援
と
重
度
化
防
止 

／ 

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

／ 

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

⑵ 生きがいづくりの

支援 

① 外出・交流の促進 

② 生涯学習、文化・スポーツ活動の振興 

③ 市民の高齢者への理解の促進 

⑶ まちの活性化につな

がる多様な活動の促進 

① 就業などの社会参加の促進 

② 地域活動の促進 

高齢者が住み慣

れた地域で安心

して暮らしてい

くための環境づ

くり 

重点施策Ⅱ 

⑴ 見守り支え合う地

域づくりの推進 

① 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

② 地域における見守り・支え合い活動等の促進 

③ 相談支援体制の充実 

④ 生活支援サービスの充実 

⑵ 生活環境の充実 
① 高齢者向け住まいの確保 

② 福祉のまちづくりの推進 

⑶ 権利擁護の推進 
① 成年後見制度の利用促進 

② 高齢者虐待防止の推進 

⑷ 暮らしの安全対策

の推進 

① 交通事故防止対策の推進 

② 犯罪の起こりにくい安全なまちづくりの推進 

③ 消費者施策の推進 

④ 防災対策の推進 

援 護 が 必 要 な

方々が安心して

暮らせるための

施策の充実 

重点施策Ⅲ 

⑴ 質の高い介護サー

ビスを安定して提供

できる体制づくりの

推進 

① 介護サービス基盤の整備 

② 介護サービスの質の向上と業務効率化 

③ 介護人材の確保・育成 

⑵ 介護保険事業の円

滑な実施と持続可能

性の確保 

① 介護給付の適正化の取組の推進 

② 情報提供及び相談・苦情解決体制の充実 

③ 低所得者対策等の実施 

重点施策Ⅳ 

⑶ 在宅医療の充実と

在宅医療・介護連携

の推進 

① 在宅医療に取り組む機関・人材の確保と育成 

② 在宅医療を支える病診連携・診診連携・多職種連

携・後方支援体制の確保 

③ 認知症医療・介護連携の強化 

④ 在宅医療・介護に関する市民啓発 

重点施策Ⅴ 

⑷ 認知症施策の推進 

① 認知症の人に関する理解の増進と本人発信支援 

② 認知症の容態に応じた切れ目のない良質な医療・

介護の提供 

③ 若年性認知症の人への支援 

④ 認知症の人と家族等に対する生活支援・地域支援

の充実 

⑤ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

⑸ 被爆者への援護 

① 被爆者への健康診断等の実施 

② 被爆者からの相談対応 

③ 被爆者の日常生活の支援 
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⑶ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への対応 

平成 27 年（2015 年）９月の国連持続可能な開発サミットにおいて採択された「持続可能な開

発のための 2030アジェンダ」の中の「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」

（以下「ＳＤＧｓ」という。）は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済や社会、

環境などの広範な課題に対して、先進国を含む全ての国々の取組目標を定めたものです。 

ＳＤＧｓが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現とは、本市が目指す「平和」、すなわち、

単に戦争がない状態にとどまらず、良好な環境の下に人類が共存し、その一人ひとりの尊厳が保

たれながら人間らしい生活が営まれている状態の実現に他なりません。 

このため、本市では、本計画の上位計画である広島市基本計画において、ＳＤＧｓを計画に掲

げる施策の目標として位置づけ、その着実な達成を目指すこととしています。 

本計画においても、施策の柱に関連性の高いＳＤＧｓを位置付け、その達成に向けて施策を展

開します。 

 

【本プランに関連性の高い SDGs】 

≪施策の柱 1 高齢者がいきいきと暮らしていくための活動の促進≫ 
 

                      

 

≪施策の柱 2 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための環境づくり≫ 
 

 

 

≪施策の柱 3 援護が必要な方々が安心して暮らせるための施策の充実≫ 
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（参考）本プラン施策の柱に位置付けたＳＤＧｓ一覧 

 

1 貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

3 すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進す

る 

 

4 質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機

会を促進する 

 

8 働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な

雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセントワーク）を促進す

る 

 

10 人や国の不平等をなくそう 

各国内および各国間の不平等を是正する 

 

11 住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居

住を実現する 

 

16 平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々

に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責

任のある包摂的な制度を構築する 

 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナー

シップを活性化する 
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⑷ 重点施策 

第９期においては、第６次広島市基本計画の高齢者福祉分野に係る基本方針や前期（第８期）

で取組を進めてきた重点施策の推進状況を踏まえ、引き続き５つの重点施策を掲げます。 

また、目標設定においては、各重点施策における「成果目標」を設定した上で、その目標の達

成に向け、プロセスを管理するための「数値目標を設定して取り組む項目」を掲げ、効果的に取

組を進めていくこととします。 

 

≪重点施策項目≫ 

 

重点施策Ⅰ  健康づくりと介護予防の促進 

 

重点施策Ⅱ  見守り支え合う地域づくりの推進 

 

重点施策Ⅲ  質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進 

 

重点施策Ⅳ  在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進 

 

重点施策Ⅴ  認知症施策の推進 
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重点施策Ⅰ 健康づくりと介護予防の促進 

 

⑴ 取組方針 

団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となるなど、年齢階層の高い高齢者層が増加することに

伴い、要支援・要介護認定者数の増加が見込まれています。本市では、高齢者ができる限り住み

慣れた地域で介護を受けることなく自立した生活を送ることができるよう、地域での介護予防や

見守りなどに取り組んでいる地区社会福祉協議会を中心とした地域福祉関係団体や健康に関する

相談・指導等を担う医療従事者等の主体が連携し、地域における人と人とのつながりの中で高齢

者が健康づくりや介護予防に取り組める環境づくりを進めます。 

 

⑵ 目標設定 

ア 成果目標 

目標項目 評 価 指 標 

① 
健康状態の

維持・改善 

各種健康リスク(※)がない高齢者の割合の増加 

※ 低栄養、運動機能低下、口腔機能低下、社会参加低下（閉じこもり

傾向） 

【設定理由】 

○ 高齢者ができる限り健康な状態を維持し、住み慣れた地域でより長

く自立して生活を送れるようにすることが重要であるため、「健康状

態の維持・改善」を目標項目とし、低栄養、運動機能低下、口腔機能

低下、社会参加低下（閉じこもり傾向）といった「各種健康リスクが

ない高齢者の割合の増加」を評価指標とします。 

目  標 
 

現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

60.3％ 62.5％ 63.6％ 64.7％ 

【目標値の考え方】 

○ 令和２年度以降、コロナ禍の影響で数値が減少した可能性が高いと

考えられることを踏まえ、第９期中にコロナ禍前の水準（R 元：

64.6％）とすることを目指し、毎年度 1.1 ポイントずつ増加させるこ

とを目標値とします。 

【指標の把握方法】 

○ 広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査 

 

  



20 

目標項目 評 価 指 標 

② 

要介護状態

等の維持・

改善 

年齢階層別要介護・要支援認定率の減少 

【設定理由】 

○ 加齢等に伴い高齢者が各種健康リスクを抱えたとしても、要支援・

要介護の状態にはならず、住み慣れた地域で自立して生活を送ること

が重要であるため、「要介護状態等の維持・改善」を目標項目とし、

「年齢階層別要介護・要支援認定率の減少」を評価指標とします。 

目  標 
 

区 分 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

65～69歳 2.6％(▲0.0) 

対前年度比減 対前年度比減 対前年度比減 

70～74歳 5.5％(▲0.1) 

75～79歳 11.8％(▲1.0) 

80～84歳 25.8％(▲1.2) 

85～89歳 51.0％(▲1.2) 

90歳以上 77.6％(▲0.6) 

【目標値の考え方】 

○ 要介護等認定率に関し具体的な目標値を定めることは、要介護等の

認定を受ける権利を阻害している印象を与えかねないことから、「対

前年度比減」を目標値とします。 

【指標の把握方法】 

○ 本市の要支援・要介護認定データ（毎年度９月末現在） 
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イ 数値目標を設定して取り組む項目 

項  目 数値目標 

① 

高齢者いきいき活

動ポイント事業の

健康づくり・介護

予防活動に参加す

る高齢者の割合の

増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

29.2％ 31.4％ 32.5％ 33.6％ 

【設定の考え方】 

○ 高齢者いきいき活動ポイント事業は、高齢者の健康づくり・

介護予防活動の促進に効果的であることを踏まえ、本事業の

「健康づくり・介護予防活動に参加する高齢者の割合の増加」

を目標項目とします。 

○ また、令和２年９月に対象年齢を 65 歳以上に拡大したこと

を踏まえ、データ把握が可能な拡大後１年度目（R3：28.1％）

から２年度目（R4：29.2％）にかけての割合の増加幅（1.1 ポ

イント）と同様の増加を目指して目標値を設定します。 

② 
地域介護予防拠点

の参加者数の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

21,214人 23,000人 24,000人 25,000人 

【設定の考え方】 

○ 住民が主体となって身近な場所で介護予防に取り組むこと

は、介護予防・フレイル対策の推進に効果的であることから、

「地域介護予防拠点の参加者数の増加」を目標項目とします。 

○ また、第８期の実績がコロナ禍における活動自粛の影響で目

標を下回っている現状を踏まえ、国が令和７年度までに目指し

ている通いの場への高齢者の参加割合（８％）を１年延ばし第

９期最終年の達成を目指して目標値を設定します。 
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⑶ 取組内容 

① 健康づくりの促進 

○ 高齢者自らが主体的に健康づくりに取り組めるよう、日常生活の中で無理なくできるウォ

ーキングの推進を図るとともに、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の予防、身体

状況に応じた栄養摂取、質の良い睡眠と休養、歯の喪失予防、口腔機能の維持・向上の重要

性等について知識の普及を図るなど、本市の健康づくり計画「元気じゃけんひろしま 21

（第３次）」に基づいて高齢者の健康づくりに資する取組を推進します。 

○ 高齢者の健康づくりには、高齢者一人一人の実践に加え、地域をはじめとする個人を取り

巻く社会全体でその取組を支援することが大切であるため、地域や健康づくりに関わる団

体・機関等と連携し、高齢者による主体的な健康状態の維持・改善の取組を支援します。 

○ 高齢者による健康づくり・介護予防に取り組む活動、元気じゃ健診など各種健診の受診等

の実績に基づき支援する高齢者いきいき活動ポイント事業について、活動の場の拡大など高

齢者が参加しやすい環境づくりや活動継続の動機付けに取り組むことで事業への参加を促進

し、健康づくりに資する効果の更なる拡大を図ります。 

○ 糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することは、高齢者の生活機能の維持・向上

を図る上で重要であることから、健康教室等を実施して生活習慣病予防などに関する知識の

普及に取り組むことで、高齢者の生活習慣の改善を図るとともに、健康診査（元気じゃ健診）

やがん検診等の受診率の向上に取り組むなど、働く世代から連続した生活習慣病対策を推進

します。 

○ 広島市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の各種健（検）診・レセプトデー

タ等から、高齢者の健康リスクを把握し、リスクに応じた対策として、糖尿病性腎症等の重

症化予防のための保健指導、治療中断者・未治療者への受診勧奨を行うほか、脳卒中・心筋

梗塞・狭心症の再発予防、重複多剤服薬者への通知等の保健事業に取り組みます。 

○ 高齢者が新型コロナウイルス感染症等の感染症予防に配慮しつつ、各種健診の受診やウォ

ーキングなど健康状態の維持・改善に必要な行動をとることができるよう、適切な感染予防

対策に関する知識の普及と健診や健康づくりの重要性について啓発を図ります。 

○ 高齢者が感染症にかかると重症化する可能性が高いことから、インフルエンザワクチン等

の定期予防接種を実施するとともに、ホームページからの情報発信を行うなど、感染症予防

対策を推進します。 

 

② 介護予防・フレイル対策の推進 

○ 年齢とともに心身の活力が低下し要介護状態となるリスクが高くなった状態であるフレイ

ルを予防し、その先にある要介護状態の予防につなげるため、運動機能や口腔機能の向上、

低栄養の改善、社会参加の促進などについて、介護予防・フレイル対策に資するパンフレッ

トの配布や介護予防教室の開催などを通じた普及啓発を行います。 

○ 地域福祉関係団体等との協力の下、リハビリ専門職等と連携して、住民が主体となって身

近な場所で運動を中心とした介護予防に取り組む通いの場（地域介護予防拠点）の設置を促

進するとともに、運動だけでなく栄養や口腔など総合的な活動の場となるよう、助言・情報

提供や講師派遣などの運営支援に取り組みます。 
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○ 介護予防・フレイル対策の取組にデジタル技術を活用し、高齢者の心身の状態を可視化・

比較分析することで介護予防等への関心を高めるとともに、測定データ等に基づきリハビリ

専門職や地域包括支援センター職員がそれぞれの状態に応じた助言・指導等を行います。 

○ 地域団体等が実施する介護予防に資する多様な活動（レクリエーション、歌、運動、情報

交換等）の場である地域高齢者交流サロンについて、市・区社会福祉協議会と連携して、設

置・運営に係る補助や実施団体への研修などの支援に取り組みます。 

○ 感染症流行下であっても、感染予防対策等を講じながら通いの場等における介護予防の取

組が可能な限り継続できるよう、必要に応じ実施に当たっての留意事項等を地域団体や関係

者に周知します。また、通いの場に集まることが困難な状況となった場合でも、各自で健康

状態の維持・改善のための運動等を行うことができるよう、自宅でできる取組について必要

な情報を提供します。 

○ 地域包括支援センターが、窓口相談や通いの場等において、日常生活で必要となる機能の

状態等を確認するための基本チェックリストを実施し、介護予防ケアマネジメントによる支

援が必要なフレイル状態にある高齢者の早期把握に取り組みます。 

○ 要支援認定者や基本チェックリストに該当した事業対象者に対して、地域包括支援センタ

ー等が、的確なアセスメントに基づく目標指向型のケアプランを作成し、地域で自立した生

活を継続できるような介護予防ケアマネジメントを実施します。 

○ 介護予防ケアマネジメントの質の向上を図るため、医療・介護関係者の多職種から介護予

防ケアプランへの助言を得る地域ケアマネジメント会議を開催するとともに、リハビリ専門

職が地域包括支援センター等のアセスメント（課題抽出）に同行し専門的助言を行います。 

○ 生活機能の改善可能性の高い要支援認定者や基本チェックリストに該当した事業対象者に

対し、効果的に機能改善を図り自立を支援するため、介護予防・日常生活支援総合事業の短

期集中型サービスを実施します。 

○ 複数の慢性疾患を抱える高齢者にとって疾病管理は介護予防・フレイル対策の面からも必

要であることから、地区担当保健師がつなぎ役となって、通いの場等において医療専門職が

疾病管理を含めた健康教室を実施するとともに、健康診査の結果等からフレイル状態にある

高齢者を把握し栄養や口腔、生活習慣病等に関する個別相談・指導を行うなど、糖尿病等の

疾病の重症化予防などの保健事業と介護予防を一体的に実施することで高齢者の健康の保

持・増進を図ります。 
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重点施策Ⅱ 見守り支え合う地域づくりの推進 

 

⑴ 取組方針 

本市の高齢者、とりわけ一人暮らしや支援を要する高齢者は今後も増え続ける見込みであるこ

とを踏まえ、お互いに支え合う共助の精神で、地域における介護予防や見守りなどに取り組んで

いるあらゆる主体が連携し、高齢者を見守り、支え合うことができる地域づくりを推進します。 

 

⑵ 目標設定 

ア 成果目標 

目標項目 評 価 指 標 

① 

高齢者支援

活動の担い

手の拡大 

地域における高齢者支援の活動に参加したと回答した人の割合の増加 

【設定理由】 

○ 今後の高齢者人口の増加、とりわけ、一人暮らし高齢者が増加して

いくことなどを踏まえると、高齢者支援のニーズはますます増加して

いくことが見込まれます。 

○ このため、高齢者支援の活動に取り組む市民を増やしていくことが

できるよう、今後、地域福祉関係団体との連携の下、高齢者いきいき

活動ポイント事業の実施などによって高齢者支援活動の更なる増加を

図っていくことが重要であり、「高齢者支援活動の担い手の拡大」を

目標項目とし、「地域における高齢者支援の活動に参加したと回答し

た人の割合の増加」を評価指標とします。 

目  標 
 

現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

3.6％ 4.0％ 4.3％ 4.6％ 

【目標値の考え方】 

○ 平成 30 年度（2.6％）から令和４年度（3.6％）にかけての増加幅

（1.0 ポイント）を踏まえ、令和４年度から８年度までの４年間で

1.0ポイント増加させることを目標値とします。 

【指標の把握方法】 

○ 広島市市民意識調査 
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目標項目 評 価 指 標 

② 

地域に拠り

所を持つ高

齢者の増加 

何かあったときに相談する相手（家族や友人・知人以外）がいると回答

した人の割合の増加 

【設定理由】 

○ 65 歳以上の高齢者（要介護者を除く。）を対象とした本市実態調

査では、「何かあった時に相談する相手（家族や友人・知人以外）が

いない」という回答割合が３割を超えており、加齢とともに要介護認

定率が高まる事実を踏まえれば、いざという時の備えのためにも多様

なつながりを確保しておくことが望ましいと考えています。 

○ このため、地域包括支援センターなどの相談支援機関に関する周知

のほか、見守りの取組などを通じて、何かあった時に身近な拠り所を

持つ高齢者を増やしていく視点が重要であり、「地域に拠り所を持つ

高齢者の増加」を目標項目とし、「何かあった時に相談する相手（家

族や友人・知人以外）がいると回答した人の割合の増加」を評価指標

とします。 

目  標 
 

現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

54.5％ 55.7％ 56.3％ 56.9％ 

【目標値の考え方】 

○ 令和２年度以降の増加幅（0.6 ポイント／年）を踏まえ、毎年度

0.6ポイントずつ増加させることを目標値とします。 

【指標の把握方法】 

○ 広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査 
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イ 数値目標を設定して取り組む項目 

項  目 数値目標 

① 

高齢者いきいき活

動ポイント事業の

ボランティア活動

に参加する高齢者

の割合の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

17.0％ 18.2％ 18.8％ 19.4％ 

【設定の考え方】 

○ 高齢者いきいき活動ポイント事業は、高齢者のボランティア

活動の促進に効果的であることを踏まえ、本事業の「ボランテ

ィア活動に参加する高齢者の割合の増加」を目標項目としま

す。 

○ また、令和２年９月に対象年齢を 65 歳以上に拡大したこと

を踏まえ、データ把握が可能な拡大後１年度目（R3：16.4％）

から２年度目（R4：17.0％）にかけての割合の増加幅（0.6 ポ

イント）と同様の増加を目指して目標値を設定します。 

② 

高齢者いきいき活

動ポイント事業の

活動団体数の増加 

 
現状値 目標値 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

16,918団体 17,800団体 18,700団体 19,600団体 

※各年度８月末現在の団体数 

【設定の考え方】 

○ 高齢者いきいき活動ポイント事業の活動団体は、高齢者同

士・地域住民にとって身近なふれあいや交流の場を提供する主

体となっており、参加者である高齢者相互による見守りにもつ

ながることから、「高齢者いきいき活動ポイント事業の活動団

体数の増加」を目標項目とします。 

○ また、令和４年度から５年度にかけての増加数と同程度の

900団体を毎年度増加させることを目標値とします。 

③ 

住民主体型生活支

援訪問サービスの

団体数の増加 

 
現状値 目標値 

５年度(見込) ６年度 ７年度 ８年度 

41団体 46団体 51団体 56団体 

【設定の考え方】 

○ 住民主体型生活支援訪問サービスによる生活支援を提供する

ことで、要支援者等の居宅での自立生活を図り要介護状態への

悪化を防止するとともに、地域における支え合いの体制づくり

を推進する必要があることから、「住民主体型生活支援訪問サ

ービスの団体数の増加」を目標項目とします。 

○ また、令和４年度から５年度にかけての増加数と同数の５団

体を毎年度増加させることを目標値とします。 
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⑶ 取組内容 

① 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

○ 高齢者など様々な市民がこれまでのように「支える側」と「支えられる側」に二分される

のではなく、「お互い様」の心で豊かに暮らしていける「地域共生社会」の実現に向け、高

齢、障害など福祉の各分野における共通的な事項を定める「第２次広島市地域共生社会実現

計画」に基づいて、地域で支え合う「共助」の仕組みづくりの促進や地域住民等と支援関係

機関による包括的な支援体制の構築など、地域共生社会の実現に資する取組を推進します。 

 

② 地域における見守り・支え合い活動等の促進 

○ 小学校区を基本として、民生委員・児童委員や地区社会福祉協議会、町内会・自治会、老

人クラブといった世代を超えた様々な活動主体の連携強化及び見守り活動情報の一元化・共

有化を図ることができるネットワークについて、市内全域での構築に向けて取り組み、見守

り活動を基本に高齢者の活動・交流の場づくり、生活支援サービスへのつなぎなど、共に支

え合う地域づくりを推進します。 

○ 高齢者によるボランティア活動などの実績に基づき支援する高齢者いきいき活動ポイント

事業について、活動の場の拡大を推進するとともに、より担い手の確保が重要となる活動を

中心に高齢者の参加を促すことによって、高齢者の見守り活動などの地域活動の活性化を図

ります。 

○ 民生委員・児童委員の相談・援助活動や地区社会福祉協議会が行う「近隣ミニネットワー

クづくり推進事業」、「ふれあい・いきいきサロン設置事業」、「地区ボランティアバンク

活動推進事業」、老人クラブが実施する「友愛訪問」などへの助成や研修等を通じて、高齢

者支援につながる地域活動を促進します。 

○ 災害時に自力での避難が困難である高齢者等の避難行動要支援者について、地域で避難支

援に携わる自主防災組織や町内会・自治会などと連携し、地域の実情に応じた避難支援に係

る取組を支援します。 

 

③ 相談支援体制の充実 

○ 高齢者の総合相談支援等を行う地域包括支援センターについて、高齢者人口の増加に対応

して専門職の配置を増やすなど執行体制の充実を図るとともに、地域包括支援センターの職

員に対する各種研修などを通じて、より質の高い人材の育成に取り組みます。また、各区に

設置した区地域包括ケア推進センターが、地域の関係機関との連携促進や処遇困難事例への

助言など、地域包括支援センターに対する調整・支援を行います。このほか、市及び各区の

地域包括支援センター運営協議会における審議を通じて、地域包括支援センターの適切、公

正かつ中立な運営の確保に加え、その活動状況の評価等による業務の質向上を図ります。 

○ 日常生活圏域における在宅医療・介護連携や認知症の地域支援体制づくりを推進するとと

もに、担当する日常生活圏域における高齢者や地域資源の実態把握と地域診断を進め、地域

ケア会議等を通じて、地域課題を地域団体やＮＰＯ、ボランティア団体、民間企業等と協働

して解決する地域づくりを推進します。 
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○ 8050 問題（※）など複合的な課題や制度の狭間等の課題に対応するため、地区担当保健

師等が、アウトリーチによって世帯に応じた訪問指導・健康相談などを行うとともに、各地

区が抱える課題を把握し住民・関係機関と連携しながら解決に向けて取り組みます。 

※ 80歳代の高齢の親と働いていない独身の 50歳代の子とが同居している世帯に係る問題 

○ 高齢、障害、子ども、生活困窮などの複雑化・複合化した生活課題について、多機関の協

働による解決に取り組むため、相談支援包括化推進員を配置して相談支援機関相互間の連携

による支援の調整等を行います。 

○ 在宅介護の限界点を高められるよう、介護の経験が豊富な特別養護老人ホームの職員が、

家族介護者等に介護技術や悩み等について指導・助言を行う取組を支援します。 

○ 民生委員・児童委員の相談・援助活動など、高齢者に対する相談活動等を支援します。 

 

④ 生活支援サービスの充実 

○ 高齢者の多様なニーズに対応した生活支援を提供できるよう、地域団体やＮＰＯ、ボラン

ティア団体等の多様な主体が生活支援を提供する「住民主体型生活支援訪問サービス」につ

いて、地域住民や関係機関への普及啓発、実施団体の確保に向けての取組、実施団体への運

営支援などに取り組みます。 

○ 地域の資源開発、生活支援・介護予防サービスを担う提供主体（地縁組織、地区社会福祉

協議会、ＮＰＯ、ボランティア団体、民間企業、社会福祉法人、協同組合等）のネットワー

ク化及び地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等を行う生活支援コーデ

ィネーターを市・区社会福祉協議会に配置し、地域に不足するサービスの創出や担い手の育

成、地域住民同士が交流できる多様な居場所の整備など、参加者の世代や属性を問わず多様

なサービスが利用できる支え合いの地域づくりを推進します。 

○ 行政機関、地域包括支援センター、生活支援コーディネーター、生活支援・介護予防サー

ビスを担う提供主体等が参画する協議体を市域及び区域に設置し、定期的な情報共有及び連

携強化によって、地域の多様な主体による重層的な生活支援・介護予防サービスを提供する

とともに、ＩＣＴツールの活用などによって効果的な支援に取り組みます。 

○ あんしん電話（緊急通報装置）や高齢者配食サービス（食事提供・安否確認）等の在宅の

生活支援サービスについて、民間制度等の活用も含め、効果的・効率的な実施を検討します。 

○ 在宅で高齢者を介護している家族等に対して、家族介護教室の開催や在宅介護用品の支給

などを行い、介護者の負担軽減を図ります。 
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重点施策Ⅲ 質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進 

 

⑴ 取組方針 

要介護等認定者が今後増加していくことを踏まえ、一人暮らしや認知症、中重度の要介護者が

できる限り在宅生活を継続でき、また必要に応じ施設・居住系サービスを利用することができる

よう、サービスの提供体制を充実させるとともに、サービスの提供に必要となる介護人材の確保

と質の高い人材の育成を図るなど、施設・事業所における防災・感染症対策にも留意しながら、

質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりを進めます。 

 

⑵ 目標設定 

ア 成果目標 

目標項目 評 価 指 標 

① 

介護サービ

ス量の見込

みに応じた

施設・事業

所の整備 

・入所系サービスの整備定員数（介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）、認知症高齢者グループホーム） 

・地域密着型サービスの事業所数（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護） 

【設定理由】 

○ 高齢化の進展に伴う要介護等認定者の増加を踏まえ、単身や認知

症、中重度の要介護者に対応できるサービスや居宅要介護者の在宅生

活を支えるサービスの提供体制を確保する必要があります。 

〇 このため、「介護サービス量の見込みに応じた施設・事業所の整

備」を目標項目とし、「入所系サービスの整備定員数」及び「地域密

着型サービスの事業所数」を評価指標とします。 

目  標 
 

区   分 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
4,769人 4,859人 4,859人 4,919人 

認知症高齢者グループホーム 2,833人 3,040人 3,121人 3,202人 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
20事業所 23事業所 24事業所 25事業所 

小規模多機能型居宅介護 44事業所 46事業所 48事業所 50事業所 

看護小規模多機能型居宅介護 7事業所 9事業所 10事業所 12事業所 

※ 介護老人福祉施設、認知症高齢者グループホームは定員数、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は事業所

数（各年度末現在） 

【目標値の考え方】 

○ 第３章「介護サービスの量及び介護給付に係る費用の見込み等」に

記載のとおり。 
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目標項目 評 価 指 標 

② 

サービスの

提供に必要

な介護人材

の確保 

介護人材の不足感を抱く施設・事業所の割合の対全国平均比減 

【設定理由】 

○ 介護サービスの提供に、施設・事業所の整備と合わせて、介護人材

の確保が不可欠であることから、「サービスの提供に必要な介護人材

の確保」を目標項目に設定します。 

○ また、介護人材の確保は全国的な課題であることに鑑み、「介護人

材の不足感を抱く施設・事業所の割合を全国平均よりも低くすること

（対全国平均比減）」を評価指標とします。 

目  標 
 

区 分 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

介 護 職 員 77.8％ 
対全国平均 

比減 

対全国平均 

比減 

対全国平均 

比減 
訪 問 介 護 員 75.9％ 

ケアマネジャー 41.9％ 

【目標値の考え方】 

○ 介護人材の不足感を抱く施設・事業所の割合の全国平均を基準とし

て、本市の割合をこれよりも低くすることを目指します。なお、本市

調査と全国調査の内容に相違があるため現状値は参考であり、本市が

令和５年度以降に行う調査からは、対象職員の定義などを全国調査に

合わせます。 

（４年度全国調査） 

介護職員 69.3％、訪問介護員 83.5％、ケアマネジャー37.7％ 

【指標の把握方法】 

○ 広島市介護サービス事業者調査 

○ 公益財団法人介護労働安定センター介護労働実態調査 
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イ 数値目標を設定して取り組む項目 

項  目 数値目標 

① 

介護職員の処遇改

善加算の取得率の

増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

88.3％ － 対前年度比増 対前年度比増 

【設定の考え方】 

○ 介護職員の賃金面での処遇改善を図るとともに、介護職員の

将来にわたる安定的な確保につなげるため、「介護職員の処遇

改善に係る加算の取得率の増加」を目標項目とします。 

○ また、現在処遇改善加算は３種類ありますが、次期介護報酬

改定において事業者の事務負担軽減を図るため制度の一本化が

検討されており、具体的な目標値を定めることが困難であるこ

とから、「対前年度比増」を目指します。 

② 

「ひろしま介護マ

イスター」養成事

業所数の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

158事業所 185事業所 200事業所 215事業所 

【設定の考え方】 

○ 介護技術に優れ職場内でリーダーとなる高い資質を持った職

員を養成することは、介護サービスの質向上だけでなく介護職

員の定着にも資するものであることから、「『ひろしま介護マ

イスター』養成事業所数の増加」を項目として設定します。 

○ また、過去３年間の増加傾向（年平均 15 事業所増）を踏ま

え、毎年度 15事業所ずつ増加させることを目標値とします。 
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⑶ 取組内容 

① 介護サービス基盤の整備 

○ 今後の要介護者や認知症高齢者の増加を見据え、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

等の施設・居住系サービスや有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の整備状況や

受入状況などを踏まえつつ、介護老人福祉施設及び認知症高齢者グループホームへの入所の

必要性が高い要介護者の受入れができるよう基盤整備を促進します。 

○ 中重度の要介護者の在宅生活を 24 時間体制で支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

通いを中心に訪問や泊まりを組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護、通いや訪問な

ど介護と看護の一体的なサービスを提供する看護小規模多機能型居宅介護は、介護者の精神

的・肉体的負担を軽減し在宅介護の限界点を高めることにつながるサービスであり、これま

での事業所の開設状況や地理的バランスを考慮した上で、全市的なサービス提供体制の更な

る確保を図ります。 

○ 近年の災害の発生状況を踏まえ、土砂災害警戒区域等に所在する施設・事業所が避難先や

避難経路、必要な物資の備蓄、避難訓練の実施などを定めた避難確保計画の策定状況を点検

し、必要に応じて助言・指導などを行い、施設・事業所における防災対策の推進を図ります。 

○ 施設・事業所における感染症対策の周知啓発や感染症の予防及びまん延防止のための指針

の整備状況の確認等を行うことで、施設・事業所における感染症対策の推進を図ります。 

 

② 介護サービスの質の向上と業務効率化 

○ 介護サービスの質を高める介護人材の資質の向上や介護職のリーダーとなる優れた人材の

育成に取り組みます。 

○ 要介護者等の状態に即した自立支援に資するケアマネジメントを推進するため、ケアマネ

ジャー（介護支援専門員）とともにケアプランを確認・検証して「気づき」を促すケアプラ

ン点検を行うほか、ケアマネジャーに対するケアプラン作成技術の向上等を図るための研修

を実施します。 

○ 特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者生活介護に係る事業

者選定に当たっては、看取り介護への対応を含めその事業計画を評価し、サービスの質の向

上に取り組みます。 

○ ＩＣＴ機器や介護ロボット等の機器は、記録作成などの事務作業の効率化や職員の身体的

な負担の軽減、利用者へのサービスの向上等に資するものであることから、施設・事業所に

おけるこれらの機器について、広島県とも連携しながら導入の促進を図ります。 

○ 介護事業所における指定申請、報酬請求及び指導監査に関連する文書の様式及び提出方法

等の簡素化や標準化等に取り組み、介護現場の事務の効率化を図ります。 
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③ 介護人材の確保・育成 

○ 介護サービス基盤の整備に伴って必要となる介護施設等に従事する介護職員や訪問介護員、

ケアマネジャー（介護支援専門員）などの介護人材を将来にわたって安定的に確保するため、

国・地方公共団体・介護サービス事業者の役割を踏まえて取組を推進します。 

○ 国が行う賃金面での処遇改善である処遇改善加算の取得を促進するとともに、介護事業者

や地元企業等と協力して買物支援など福利厚生面での処遇改善を行います。また、外国人介

護人材の受入支援のほか、ハラスメント対策を含め働きやすい職場づくりに向けた取組の推

進など、介護人材の就労・定着の促進に取り組みます。 

○ 介護人材の裾野の拡大を図るため、訪問介護に従事するために必要な資格である介護職員

初任者研修について、その受講料を軽減するとともに研修修了者の就業・定着を支援するほ

か、子育てを終えた人や定年退職した人など介護職未経験者が介護職に就く契機となるよう、

掃除・洗濯など日常生活のサポートを行う生活援助員の資格取得を支援し、取得者のニーズ

に応じた就業支援に取り組みます。 

○ 介護職経験者による中学校への出前授業、高校生を対象とする施設・事業所での職場見学

を実施するなど、若い世代に対する介護職への理解促進を図ります。 
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重点施策Ⅳ 在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進 

 

⑴ 取組方針 

慢性疾患や認知症等により医療と介護の双方を必要とする 75 歳以上の高齢者が増加する中、

できる限り人生の最期まで在宅で暮らしたいという高齢者のニーズに対応していくため、通院が

困難な状態になっても適切な医療が受けられるよう在宅医療の充実を図るとともに、医療・介護

サービスをより円滑かつ効果的・効率的に提供できるよう在宅医療・介護連携を推進します。 

 

⑵ 目標設定 

ア 成果目標 

目標項目 評 価 指 標 

① 
在宅医療の

量的拡充 

訪問診療・往診の件数の増加 

【設定理由】 

○ 高齢者が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるよ

う、医療・介護サービスを適切に提供する必要があります。 

○ このため、在宅医療の量的な拡充を図っていくことが重要であるこ

とから、「在宅医療の量的拡充」を目標項目とし、「訪問診療・往診

の件数の増加」を評価指標とします。 

目  標 
 

現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

135,210件 150,000件 158,000件 166,000件 

【目標値の考え方】 

○ コロナ禍前の伸び率（5％、H30：107,174 件⇒R 元：112,966 件）

を踏まえ、毎年度５％ずつ増加させることを目指し、目標値を設定し

ます。 

【指標の把握方法】 

○ 広島県統計データ（医療・介護・保健情報総合分析システム） 
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目標項目 評 価 指 標 

② 

自宅等の在

宅で最期ま

で暮らした

人の増加 

自宅等の在宅で最期まで暮らした人の割合の増加 

【設定理由】 

○ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を推進する上で、多くの市

民が望んでいる住み慣れた自宅等で人生の最期を迎えたいというニー

ズに対応していく視点が重要であることから、「自宅等の在宅で最期

まで暮らした人の増加」を目標項目とし、「自宅等の在宅で最期まで

暮らした人の割合の増加」を評価指標とします。 

目  標 
 

現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

31.8％ 33.0％ 33.6％ 34.2％ 

【目標値の考え方】 

○ コロナ禍前の増加幅（0.6 ポイント、H30：25.8％⇒R 元：26.4％）

を踏まえ、毎年度 0.6 ポイントずつ増加させることを目標値としま

す。 

【指標の把握方法】 

○ 厚生労働省人口動態調査 

 

イ 数値目標を設定して取り組む項目 

項  目 数値目標 

① 

在宅医療に関する

同行研修の参加者

数の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

177人 200人 215人 230人 

【設定の考え方】 

○ 在宅医療を充実させるためには、医療専門職等が、実際に在

宅医療の現場に同行して行う実践的な研修に参加することによ

って、担い手の裾野拡大や疾病・診療内容に応じた対応力の向

上を図ることが重要であることから、「在宅医療に関する同行

研修の参加者数の増加」を目標項目とします。 

○ また、本研修は、患者の自宅等に訪問して実施するものであ

ることから、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後に

おいても直ちにコロナ禍前の規模に戻すことは困難であるた

め、第９期中にコロナ禍前の規模（R 元：222 人）まで参加者

数を増加させることを目標値とします。 
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項  目 数値目標 

② 

医療・介護専門職

の多職種連携を目

的とした情報交換

会等の参加者数の

確保 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

7,563人 7,700人 7,700人 7,700人 

【設定の考え方】 

○ 様々な医療・介護専門職が情報交換会や研修会等に参加する

ことは、これら多職種における顔の見える関係づくりやケアの

質向上を図る上で重要であることから、「医療・介護専門職の

多職種連携を目的とした情報交換会等の参加者数の確保」を目

標項目とします。 

○ また、情報交換会等の参加者数は、新型コロナウイルス感染

症の影響を大きく受けた時期があるものの、その後、オンライ

ンを活用しながら多くの専門職が情報交換会等に参加している

ことを踏まえ、現場の負担感とのバランスに意を用いて持続可

能な取組となるよう、第８期中における最多の参加者数と同程

度を維持していくことを目標値とします。 

③ 

ＡＣＰ(※)に関す

る市民向け教室等

の参加者数の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

2,904人 3,500人 3,800人 4,100人 

【設定の考え方】 

○ 人生の最期まで自分らしく暮らし続けることができるよう

に、自らが望む医療やケア等について、家族や医療・介護専門

職等と話し合い、共有する取組の普及は重要であることから、

「ＡＣＰに関する市民向け教室等の参加者数の増加」を目標項

目とします。 

○ また、41 か所の地域包括支援センターの担当圏域における

開催実績（R４：平均 71 人参加）等を踏まえ、８年度に各担当

圏域で 100人程度の参加を目指して、毎年度 300人ずつ増加さ

せることを目標値とします。 

※ アドバンス・ケア・プランニングの略。人生の最終段階の医療に関する意思決定支援の方法と

して、本人や家族、医療従事者らが治療内容や療養場所などを繰り返し話し合って決めるもの。 
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⑶ 取組内容 

① 在宅医療に取り組む機関・人材の確保と育成 

○ 在宅医療の担い手の拡大と疾病や診療内容に応じた対応力の向上を図るため、医師、歯科

医師、看護師、薬剤師等の職種ごとや多職種合同の同行研修等に加え、開業を目指す医師や

若い世代の医師を中心に在宅医療に取り組む意欲のある者を対象とする在宅医療制度等の研

修を行うことで、各機関の在宅医療提供体制の充実に取り組みます。 

○ 増加が予想される終末期ケアや在宅看取りへの対応を視野に入れ、医療・介護関係者への

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の普及と在宅看取りの対応力の向上を図ります。 

○ 医療ニーズの高い要介護者等が安心して在宅生活を送ることができるよう、介護と看護が

密接に連携してサービス提供を行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能

型居宅介護の介護サービス事業所の整備を促進します。 

 

② 在宅医療を支える病診連携・診診連携・多職種連携・後方支援体制の確保 

○ 在宅移行を視野に入れた地域連携パス（急性期病院から回復期病院を経て自宅に戻るまで

の治療計画を作成し、治療を受ける複数の医療機関で共有して用いるもの）の活用等によっ

て、病院と診療所、診療所と診療所など医療機関相互の連携強化を図ります。 

○ 入院から在宅医療・介護への移行を円滑にするため、入院中の担当医師や看護師、医療ソ

ーシャルワーカー、在宅医療を担う医師、歯科医師、訪問看護師、薬剤師、地域包括支援セ

ンター職員（社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師等）、ケアマネジャー（介護支援専

門員）、居宅・地域密着型・施設サービスに携わる職員等の多職種による退院前カンファレ

ンス（検討会）やケアプランに係るサービス担当者会議を開催します。 

○ 医療・介護関係者等が、入退院期における情報を共有し、在宅療養患者のニーズに応じて

医療・介護サービスを一体的に提供することができるよう、効果的・効率的な連携ツールの

導入等による多職種連携の円滑化に取り組みます。 

○ 各区に設置している「在宅医療相談支援窓口」において、在宅療養患者の緊急時等の入院

受入機関の調整、在宅医療に関する相談など、主に医療機関からの相談に対応します。また、

緊急時等における入院病床を提供する後方支援医療機関のネットワーク化、在宅医療を担う

かかりつけ医と専門医等における相互連携などに取り組みます。 

○ 医療・介護専門職等が連携して作成した市民向けパンフレットなどを活用し、医療機関等

の現場において、食べる・飲み込む（摂食嚥下）機能の障害に係る予防や早期発見・早期対

応の普及啓発を図るとともに、在宅療養している高齢者の「口から食べることができること」

を支えてＱＯＬ（生活の質）を高めるため、摂食嚥下・口腔ケアの対応力向上に向けて多職

種連携に取り組みます。 

○ 終末期においては、それまで訪問診療等を利用していたものの、救急搬送され病院で亡く

なるケースも一定程度見られることから、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の実

践のほか、在宅看取りに向けた多職種連携を図ります。 

○ 市及び各区に、医療関係者と介護関係者等で構成する在宅医療・介護連携推進委員会を設

置し、市レベル・区レベルそれぞれの在宅医療の充実と在宅医療・介護連携を推進するため
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の具体的方策等について協議し、関係者が協働して取組を推進します。特に、北部地域にお

いては、北部医療センター安佐市民病院と安佐医師会病院とが相互に連携し高度急性期から

在宅まで切れ目のない地域完結型医療を提供していく中で、同地域における地域包括ケアシ

ステムを支える基幹的な役割を担う拠点として「広島市北部在宅医療・介護連携支援センタ

ー」を運営し、在宅療養への移行支援や在宅療養を支える人材の育成などに取り組みます。 

○ 各日常生活圏域においては、区地域包括ケア推進センターと地域包括支援センターが中心

となって、区医師会等と連携し、医療・介護関係者など多職種による情報交換会等を定期的

に開催し、多職種・同職種同士の顔の見える関係づくりやケアの質の向上を図ります。 

 

③ 認知症医療・介護連携の強化 

重点施策Ⅴに掲載 

 

④ 在宅医療・介護に関する市民啓発 

○ 在宅療養が必要になった際、市民が医療・介護サービスを適切に選択し在宅療養を継続す

ることができるよう、在宅医療や介護、終末期ケアのあり方や在宅看取り、ＡＣＰ（アドバ

ンス・ケア・プランニング）等に関して、講演会や教室の開催、パンフレットの配布など、

様々な機会を捉えて積極的に広報活動に取り組むことで、在宅医療・介護の理解促進を図り

ます。 

○ 在宅で高齢者を介護している家族等に対して、介護の方法や健康管理に関する知識・技術

の習得等を目的とする家族介護教室を開催し、その負担軽減や在宅医療を含む在宅ケアの質

の向上に取り組みます。また、在宅介護の限界点を高められるよう、介護の経験が豊富な特

別養護老人ホームの職員が、家族介護者に介護技術や介護の悩み等について指導・助言を行

う取組を支援します。 
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重点施策Ⅴ 認知症施策の推進 

 

⑴ 取組方針 

令和５年６月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」等を踏まえ、認知

症の人が自分らしく住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを目指しま

す。早期発見・早期診断・早期対応を始め症状・容態に応じた適切な医療・介護サービスを提供

するとともに、認知症の人と家族等を支える取組や認知症の人に関する正しい理解を深めるため

の普及啓発活動など、認知症の人と家族等にやさしい地域づくりに向けて施策を総合的かつ体系

的に推進します。 

 

⑵ 目標設定 

ア 成果目標 

目標項目 評 価 指 標 

① 

認知症の人

やその家族

等を支援す

る活動の拡

大 

認知症の人やその家族等に対して何らかの協力をしたと回答した人の割合

の増加 

【設定理由】 

○ 市民が認知症への理解を深めるとともに地域で支えるという意識を

高め、支援活動に結び付けていくことが、認知症の人等にやさしい地

域づくりを進めていく上で重要であるため、「認知症の人やその家族

等を支援する活動の拡大」を目標項目に設定し、「認知症の人やその

家族等に対して何らかの協力をした」と回答した人の割合の増加を図

ります。 

目  標 
 

現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

24.7％ 25.4％ 25.7％ 26.0％ 

【目標値の考え方】 

○ 調査を開始した令和２年度から数値が減少（R2：25.7％、R3：

25.4％）していることなどを踏まえ、第９期中に２年度の水準を上回

ることを目指し、毎年度 0.3％ずつ増加させることを目標値としま

す。 

【指標の把握方法】 

○ 広島市市民意識調査 
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イ 数値目標を設定して取り組む項目 
項  目 数値目標 

① 
認知症サポーター

の養成数の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

13,250人 
(延 138,138人) 

15,000人 
(延 167,000人) 

15,000人 
(延 182,000人) 

15,000人 
(延 197,000人) 

【設定の考え方】 

○ 認知症の人と家族等を地域で支えていくためには、認知症に

関する正しい知識・理解の普及啓発が重要であることから、

「認知症サポーターの養成数の増加」を目標項目とします。 

○ また、コロナ禍前（H30：15,282 人・過去最大値）の養成数

の状況を踏まえ、毎年度 15,000 人ずつ増加させることを目標

値とします。 

② 

認知症初期集中支

援チームの支援に

よって医療・介護

サービスにつなが

った者の割合の確

保 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

83.5％ 80％以上 80％以上 80％以上 

【設定の考え方】 

○ 認知症の早期発見・早期対応に向けた支援体制を構築する上

で、認知症が疑われる人などを訪問し、初期の支援を包括的・

集中的に行う認知症初期集中支援チームが担う役割は重要であ

ることから、「認知症初期集中支援チームの支援によって医

療・介護サービスにつながった者の割合の確保」を目標項目と

します。 

○ また、支援対象者の中には当面サービスの利用を必要としな

いものがいるなど、支援終了時においてサービスにつなげられ

ない者が一定数いること、また、国の掲げている目標が 65％

であることなどを踏まえ、80％以上を維持することを目標値と

します。 

③ 
認知症カフェの設

置数の増加 

 
現状値 目標値 

４年度 ６年度 ７年度 ８年度 

128か所 160か所 175か所 190か所 

【設定の考え方】 

○ 認知症の人と家族、専門職、地域住民等が気軽に集い、相

談・交流などができる場である「認知症カフェ」の取組が広ま

ることは、認知症の人と家族等を地域で支える体制づくりを推

進する上で重要であることから、「認知症カフェの設置数の増

加」を目標項目とします。 

○ また、41 か所の地域包括支援センターの担当圏域で１か所

程度の増加を目指し、毎年度 15 か所ずつ増加させることを目

標値とします。 
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⑶ 取組内容 

① 認知症の人に関する理解の増進と本人発信支援 

○ 地域住民をはじめ、認知症の人と地域で関わることが多いと想定される小売業・金融機

関・公共交通機関等の従業員や人格形成の重要な時期にある児童・生徒など幅広い市民を対

象に、地域において認知症の人への理解者・支援者となる「認知症サポーター」の養成を推

進します。また、介護従事者等を対象に、認知症サポーター養成講座の講師となる「認知症

アドバイザー」の養成に取り組みます。 

○ 認知症の人が生きがいや希望を持って暮らしている姿を自ら発信することで、認知症に関

するイメージの変化や早期の受診につながるよう、当事者同士の集まりや講演会等において、

認知症の人本人が自らの認知症に係る経験等を語る機会の創出を支援します。 

○ 広く認知症についての関心と理解を深めることができるよう、民間企業や地域団体等と連

携し、認知症基本法に定める「認知症の日（９月２１日）」及び「認知症月間（９月）」等

において、広報やイベント等を実施します。 

 

② 認知症の容態に応じた切れ目のない良質な医療・介護の提供 

○ 認知症の容態の変化に応じて、切れ目なく良質な医療･介護等のサービスが提供されるよ

う、サービスの標準的な流れや相談先・関係機関等を示した「認知症ケアパス（認知症あん

しんガイドブック）」の普及を図ります。 

○ 「認知症初期集中支援チーム」において、認知症が疑われる人や認知症の人及び家族等を

訪問し、初期の支援を包括的・集中的に行うとともに、認知症サポート医や認知症地域支援

推進員などと連携して、安定した医療・介護サービスにつなげるなど自立生活のサポートを

行います。 

○ 認知症に至る前の軽度認知障害（ＭＣＩ）や認知症初期の段階で早期に把握することで、

適切な予防策・治療につなげて認知機能の改善や進行を遅らせることが期待できるため、本

人や家族等が早めに気付きを得られるよう早期発見に資する取組を推進します。また、認知

症の診断を受けた本人等ができるだけ早く支援やサービス、当事者同士の支え合い・交流の

場などにつながるよう、医療関係者等と認知症地域支援推進員や地域包括支援センターなど

相談支援機関との更なる連携強化を図ります。 

○ 「認知症疾患医療センター」において、認知症の専門医療相談や鑑別診断、行動・心理症

状（ＢＰＳＤ）や身体合併症に対する急性期治療等を行うとともに、認知症サポート医や認

知症かかりつけ医（かかりつけ医認知症対応力向上研修の修了者）のフォローアップ研修な

どを行うことで、地域の認知症医療提供体制の充実を図ります。 

○ 要介護度の高い認知症の人の増加を見据え、認知症高齢者グループホームの計画的な整備

を促進します。 

○ 歯科医師、薬剤師、看護職員、病院勤務の医療従事者等を対象に、認知症の人と家族等を

支えるために必要な知識、医療と介護の連携の重要性などに関する研修を実施し、医療関係

者の認知症対応力の向上を図ります。 
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○ 認知症介護従事者を対象とする基礎研修や実践研修のほか、認知症対応型サービス事業管

理者研修などの認知症介護に関する研修を実施し、介護従事者等の認知症対応力の向上を図

ります。 

 

③ 若年性認知症の人への支援 

○ 認知症に関する相談・支援を専門に行う認知症地域支援推進員を中心として、若年性認知

症の人や家族等が抱える生活上の不安・支障に関する相談に対応するとともに、当事者・家

族等の集いの場の支援をはじめとする地域での支援体制づくりや認知症に関する医療・介護

連携の体制づくりに取り組むなど、多様な課題に対する支援の充実を図ります。 

○ 市民や職域に対して若年性認知症に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、介護従

事者に対する研修などを実施します。 

 

④ 認知症の人と家族等に対する生活支援・地域支援の充実 

○ 認知症高齢者等の見守り活動や認知症カフェのボランティアなど、地域で認知症の人と家

族等を支える活動に取り組む市民を増やすため、認知症サポーターを対象とするステップア

ップ講座等を実施します。また、ステップアップ講座の受講者等を、認知症の人等の支援ニ

ーズに合った具体的な支援につなげる取組を推進します。 

○ 認知症地域支援推進員が中心となって、医療機関や介護サービス、その他生活支援を行う

者同士が連携して支援するとともに、認知症の人と家族、専門職、地域住民等が気軽に集い、

相談・交流などができる認知症カフェの普及や活動支援などを行うことによって認知症の人

と家族等を支えます。 

○ 各区の「認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク」において、行方不明者情報の共有や道に迷

うおそれのある者の事前登録などを行うことで、警察の捜索に協力し捜索願が出された認知

症高齢者等の早期発見・保護に努めます。また、道に迷った場合などの保護を容易にするた

め、各市町と連携しながら、情報通信技術を活用した仕組みなどを効果的に利用することで、

地域での認知症高齢者等の見守りを推進します。 

 

⑤ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

ア 意思決定の支援 

○ 認知症の人が自らの意思に基づいて日常生活・社会生活を送るため、認知症の人の意

思決定に関わる全ての人が、本人の意思をできるだけくみ取り、それを活かして支援を

行うことができるよう、医療・介護従事者等の専門職向け認知症対応力向上研修や認知

症サポーターのステップアップ講座等を通じて啓発に取り組みます。 

イ 成年後見制度の利用促進 

○ 認知症の人をはじめとする高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができ

る地域共生社会の実現に向け、国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」等に基づき、

成年後見制度の利用促進に必要な施策を推進します。 
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○ 地域において権利擁護支援の必要な人を発見し、本人の意思を尊重した適切な支援につ

なげるため、医療・福祉・司法・行政等による地域連携ネットワークの連携強化を図ると

ともに、親族や福祉・医療・地域の関係者及び後見人等で構成される本人の見守りや必要

な対応を行う権利擁護支援チームを支援します。 

○ 地域連携ネットワークの機能が適切に発揮できるよう、弁護士、司法書士、社会福祉士

などの専門職団体や福祉関係団体等が連携し、地域課題の解決に向けて協議するための地

域連携ネットワーク推進会議を開催します。また、成年後見制度の利用促進における中核

機関である広島市成年後見利用促進センターが制度の普及啓発を行うほか、専門職との連

携による権利擁護支援チームへのアドバイザーの派遣や相談会などを実施します。 

○ 市民後見人養成事業による研修修了者に対し、知識の維持・向上を図る機会を提供する

とともに、市民後見人に対する専門職等によるサポート体制を整え、助言等を行います。

また、市民後見人の受任者調整の対象を拡大し、地域における後見業務の担い手の確保に

取り組みます。 

○ 身寄りがなく判断能力が十分でないため財産管理等ができない高齢者等に代わって、本

市が家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行うとともに、成年後見人等への報酬を

支払う資力がない被後見人等に対する支援の充実を図ります。 

ウ 高齢者虐待防止の推進 

○ 認知症の人をはじめとする高齢者の尊厳を保持するため、養護者及び養介護施設従事者

等による高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者の保護、養護者の支援などに

取り組みます。 

○ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報・届出に対応し、事実確認調査や虐待の再

発防止のための指導等を行うとともに、養介護施設の監査や運営指導の際に、身体拘束や

虐待の防止のための指針の整備状況等の高齢者虐待に関連した事項について重点的にチェ

ックします。 

○ 区役所厚生部と地域包括支援センターが、医師会、弁護士会、社会福祉士会等の関係団

体や民生委員、介護サービス事業者等と連携して高齢者虐待防止ネットワークを形成し、

高齢者虐待の防止及び早期発見と保護、養護者の支援を行います。 

○ 虐待を受けた高齢者を緊急に一時保護する居室の確保や虐待対応職員の研修の充実など、

高齢者虐待の防止に向けた取組を推進します。 

  



44 

 


